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平成１５年７月２８日 

                        （一部改正 平成１７年２月 ８日 

平成１９年３月３０日 

平成２０年３月２６日 

平成２１年６月１６日 

平成２２年４月１４日 

平成２３年３月２４日 

平成２６年３月３１日 

平成２８年３月３０日 

平成２８年７月 １日 

平成３０年７月 ３日） 

 

 

 各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省医政局長       

 

 

大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の特例について 

 

「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令」（平成１４年厚生労働省

令第１５８号）の施行については、「医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関す

る省令の施行について」（平成１５年６月１２日付け医政発第０６１２００４号。以下「施

行通知」という。）により通知したところであるが、大学病院と共同して臨床研修を行う臨

床研修病院の特例については、下記のとおりとするので、貴職におかれては、御了知の上、

貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に対して周知に努められたい。 

なお、各国公私立医科大学(医学部)附属病院長に対しては、別途「臨床研修を行う大学

病院からの情報提供に関する依頼について」（平成１５年７月２８日付け医政発第０７２
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８００２号。以下「依頼通知」という。）により、当該病院において行われる臨床研修に

関する情報提供をお願いしている。また、本通知については文部科学省高等教育局と協議

済みであることを、念のため申し添える。 

 

記 

 

第１ 用語の定義 

本通知で用いる用語のうち、次に定めるもの以外については、施行通知によること。 

１ 「基幹型相当大学病院」 

大学病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該

臨床研修の全体的な管理・責任を有するものをいうものであること。 

２ 「協力型相当大学病院」 

大学病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、基幹型相当大学

病院でないものをいうものであること。 

第２ 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の申請 

１ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の申請 

(1) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前々年度の

10 月 31 日までに、当該病院に関する指定申請書（施行通知の様式１）を厚生労働大

臣に提出しなければならないこと。 

(2) 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。 

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム 

イ プログラム責任者履歴書（施行通知の様式２） 

ウ 当該病院の研修医名簿（施行通知の様式３） 

エ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類（様式１） 

オ 共同して臨床研修を行うこととなる協力型相当大学病院の大学病院概況表（様式

２）及び大学病院承諾書（様式３） 

カ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式４）及び臨床研修協力施設承
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諾書（施行通知の様式５） 

(3) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（様式２）及び大学病院承諾書（様式３）を作成し、基幹型臨床研修病院の開設

者に送付するようお願いしていること。 

(4) 基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設者は、当該病院に関する指

定申請書及び添付書類と、協力型臨床研修病院に関する指定申請書及び添付書類とを

一括して当該病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するこ

と。 

２ 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の申請 

(1) 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指

定を受けようとする病院の開設者は、臨床研修を開始しようとする年度の前々年度の

10 月 31 日までに、当該病院に関する指定申請書（施行通知の様式１）を、基幹型相

当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、

基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病

院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相談すること。 

(2) 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこと。 

ア 当該指定に係るすべての研修プログラム 

イ プログラム責任者履歴書（施行通知の様式２） 

ウ 当該指定に係る臨床研修病院群を構成することとなる病院及び大学病院相互間の

連携体制を記載した書類（様式１） 

エ 共同して臨床研修を行うこととなる基幹型相当大学病院の大学病院概況表（様式

２）及び大学病院承諾書（様式３） 

オ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、協力型

相当大学病院の大学病院概況表（様式２）及び大学病院承諾書（様式３） 

カ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行おうとする場合にあっては、臨床研修

協力施設の臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式４）及び臨床研修協力施設承

諾書（施行通知の様式５） 

(3) 基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（様式２）及び大学病院承諾書（様式３）を作成するようお願いしていること。 

(4) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概
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況表（様式２）及び大学病院承諾書（様式３）を作成し、基幹型相当大学病院の管理

者に送付するようお願いしていること。 

(5) 基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行

うこととなる協力型臨床研修病院の指定申請書及び添付書類を取りまとめて、一括し

て当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付するようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の(2)

アからカまでの添付書類が重複するときは、１部を残して他を省略しても差し支えな

いこと。 

第３ 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の指定の基準 

１ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の指定の基準 

協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより基幹型臨床研修病院の指定

を受けようとする者に対する施行通知の５(1)の臨床研修病院の指定の基準の適用につ

いては、当該大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。 

２ 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の指定の基準 

基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行うことにより協力型臨床研修病院の指定

を受けようとする者に対する施行通知の５(2)の臨床研修病院の指定の基準の適用につ

いては、当該大学病院を基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする者と見なすこと。

また、この場合において、併せて協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行おうとす

るときは、当該協力型相当大学病院を協力型臨床研修病院の指定を受けようとする者と

見なすこと。 

第４ 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の変更の届出 

１ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の変更の届出 

(1) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、次

に掲げる事項（クに掲げる事項を除く。）に変更が生じたときは、臨床研修病院変更

届出書（施行通知の様式７）をもって、また、クに掲げる事項に変更が生じたときは、

大学病院変更届出書（様式４）をもって、その日から起算して１月以内に、その旨を

厚生労働大臣に届け出なければならないこと。 

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

イ 管理者の氏名 

ウ 名称 
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エ 診療科名 

オ プログラム責任者 

カ 指導医及びその担当分野 

キ 研修医の処遇に関する事項 

ク 協力型相当大学病院に係る次に掲げる事項 

(ｱ) 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

(ｲ) 管理者の氏名 

(ｳ) 名称 

(ｴ) 診療科名 

(ｵ) プログラム責任者 

(ｶ) 研修医の処遇に関する事項 

ケ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項 

(ｱ) 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

(ｲ) 管理者の氏名 

(ｳ) 名称 

(ｴ) 研修医の処遇に関する事項 

(ｵ) 研修医の指導を行う者及びその担当分野 

(ｶ) 臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名 

(2) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)クに掲げる事項に変

更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（様式４）を作成し、基幹型臨床研

修病院の開設者に送付するようお願いしていること。 

(3) 基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書

を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送

付すること。 

(4) 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を

受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送

付を受けた基幹型臨床研修病院の開設者は、速やかに当該臨床研修変更届出書又は当

該大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康

福祉部医事課あてに送付すること。 
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２ 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の変更の届出 

(1) 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、ア

からキまでに掲げる事項に変更が生じたときは、臨床研修病院変更届出書（施行通知

の様式７）をもって、また、クからコまでに掲げる事項に変更が生じたときは、大学

病院変更届出書（様式４）をもって、その日から起算して１月以内に、その旨を共同

して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由して厚生労働大臣に届け出な

ければならないこと。ただし、ク又はコに掲げる事項に変更が生じた場合において、

基幹型相当大学病院の管理者が送付した大学病院変更届出書（様式４）が当該基幹型

相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したときは、ま

た、コに掲げる事項に変更が生じた場合において、協力型相当大学病院の管理者が送

付した大学病院変更届出書（様式４）が基幹型相当大学病院の管理者を経由して当該

基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に到達したとき

は、それぞれ協力型臨床研修病院の開設者がその旨を届け出たものとみなすこと。 

また、協力型臨床研修病院の開設者は、届出に当たって基幹型相当大学病院の管理

者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談すること。 

さらに、協力型臨床研修病院においては、アからキまでに掲げる事項に変更が生じ

ると考えられる場合は、事前に基幹型相当大学病院に相談すること。 

ア 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

イ 管理者の氏名 

ウ 名称 

エ 診療科名 

オ プログラム責任者 

カ 指導医及びその担当分野 

キ 研修医の処遇に関する事項 

  ク 基幹型相当大学病院に係る次に掲げる事項 

(ｱ) 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

(ｲ) 管理者の氏名 

(ｳ) 名称 

(ｴ) 診療科名 
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(ｵ) プログラム責任者 

(ｶ) 研修医の処遇に関する事項 

ケ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該協力型相当

大学病院に係る次に掲げる事項 

(ｱ) 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

(ｲ) 管理者の氏名 

(ｳ) 名称 

(ｴ) 診療科名 

(ｵ) プログラム責任者 

(ｶ) 研修医の処遇に関する事項 

コ 臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該臨床研修協力

施設に係る次に掲げる事項 

(ｱ) 開設者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地） 

(ｲ) 管理者の氏名 

(ｳ) 名称 

(ｴ) 研修医の処遇に関する事項 

(ｵ) 研修医の指導を行う者及びその担当分野 

(ｶ) 臨床研修協力施設が医療機関である場合にあっては診療科名 

(2) 基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ク又はコに掲げる事

項に変更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（様式４）を作成し、当該基

幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するよ

うお願いしていること。 

(3) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、(1)ケに掲げる事項に変

更が生じたときは、その旨の大学病院変更届出書（様式４）を作成し、基幹型相当大

学病院の管理者に送付するようお願いしていること。また、依頼通知により、協力型

相当大学病院においては、(1)ケに掲げる事項に変更が生じると考えられる場合は、事

前に基幹型相当大学病院に相談するようお願いしていること。 

(4) 共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院から臨床研修病院変更届出書の送付を

受け、又は共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院から大学病院変更届出書の送

付を受けた基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに当該
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臨床研修病院変更届出書又は大学病院変更届出書を当該基幹型相当大学病院の所在地

を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するようお願いしていること。 

第５ 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の研修プログラムの変更又は新設の

届出 

１ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の研修プログラム

の変更又は新設の届出 

(1) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、研

修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の４月３０日までに、当該

研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書（施

行通知の様式８）を厚生労働大臣に提出しなければならないこと。 

ア 変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修プログラム） 

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。） 

ウ 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類

（様式１） 

エ 協力型相当大学病院の大学病院概況表（変更等記載用）（様式５） 

オ 協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修

病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書（様式３） 

(2) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用）（様式５）を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同

して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表（変更

等記載用）（様式５）及び大学病院承諾書（様式３）を作成し、基幹型臨床研修病院

の開設者に送付するようお願いしていること。 

(3) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当

該病院に関する研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類と、共同して臨床研修

を行う協力型臨床研修病院に関する研修プログラム変更・新設届出書とを、一括して

当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付

すること。 
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２ 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の研修プログラム

の変更又は新設の届出 

(1) 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、研

修プログラムを変更する場合又は新たに研修プログラムを設ける場合には、当該研修

プログラムに基づく臨床研修を行おうとする年度の前年度の４月３０日までに、当該

研修プログラムに関し、次に掲げる書類を添えて研修プログラム変更・新設届出書（施

行通知の様式８）を、共同して臨床研修を行う基幹型相当大学病院の管理者を経由し

て厚生労働大臣に提出しなければならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理

者を経由できない場合にあっては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方

厚生局健康福祉部医事課に相談すること。 

ア 変更又は新設に係る研修プログラム（研修プログラムの変更の場合にあっては、

変更前及び変更後の研修プログラム） 

イ 研修プログラムの変更の場合にあっては、変更する箇所を記載した書類（変更部

分に下線を付した変更前及び変更後の研修プログラムでも差し支えない。） 

ウ 臨床研修病院群を構成する病院及び大学病院相互間の連携体制を記載した書類

（様式１） 

エ 基幹型相当大学病院及び協力型相当大学病院の大学病院概況表（変更等記載用）

（様式５） 

オ 協力型相当大学病院の構成に変化がある場合にあっては、新たに基幹型臨床研修

病院と共同して臨床研修を行う協力型相当大学病院の大学病院承諾書（様式３） 

(2) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用）（様式５）を作成し、また、新たに基幹型臨床研修病院と共同

して臨床研修を行う協力型相当大学病院においては当該病院の大学病院概況表（変更

等記載用）（様式５）及び大学病院承諾書（様式３）を作成し、基幹型相当大学病院

の管理者に送付するようお願いしていること。 

(3) 基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用）（様式５）を作成し、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修

病院の研修プログラム変更・新設届出書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該

基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付する

ようお願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類
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が重複するときは、１部を残して他を省略しても差し支えないこと。  

３ 現に研修医を受け入れている臨床研修病院は、当該研修医が研修を修了し、又は中断

するまでの間、当該研修医が受ける臨床研修に係る研修プログラムの変更をしてはなら

ないこと。 

４ ３にかかわらず、やむを得ない場合にあっては、研修プログラムの変更を行うことも

認められること。この場合において、臨床研修病院の開設者は、速やかに、１又は２の

届出を行わなければならないこと。また、臨床研修病院と共同して臨床研修を行う大学

病院の管理者に対しては、依頼通知により、速やかに、１又は２の情報提供を行うよう

お願いしていること。 

第６ 大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院の年次報告 

１ 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の年次報告 

(1) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、毎

年４月３０日までに、当該病院に関する年次報告書（施行通知の様式８）に、協力型

相当大学病院に係る大学病院概況表（変更等記載用）（様式５）を添えて、これを厚

生労働大臣に提出しなければならないこと。また、臨床研修協力施設と共同して臨床

研修を行う場合にあっては、臨床研修協力施設概況表（施行通知の様式９）を添付す

ること。 

(2) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用）（様式５）を作成し、基幹型臨床研修病院の開設者に送付する

ようお願いしていること。 

(3) 協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者は、当

該病院に関する年次報告書及び添付書類と、共同して臨床研修を行う協力型臨床研修

病院に関する年次報告書とを、一括して当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する

地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付すること。 

２ 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の年次報告 

(1) 基幹型相当大学病院と共同して臨床研修を行う協力型臨床研修病院の開設者は、毎

年４月３０日までに、当該病院に関する年次報告書（施行通知の様式８）に、基幹型

相当大学病院及び協力型相当大学病院に係る大学病院概況表（変更等記載用）（様式

５）を添えて、基幹型相当大学病院の管理者を経由して、厚生労働大臣に提出しなけ

ればならないこと。ただし、基幹型相当大学病院の管理者を経由できない場合にあっ
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ては、当該基幹型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課に相

談すること。また、臨床研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、臨

床研修協力施設概況表（施行通知の様式９）を添付すること。 

(2) 基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用）（様式５）を作成するようお願いしていること。 

(3) 協力型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、当該病院の大学病院概

況表（変更等記載用）（様式５）を作成し、基幹型相当大学病院の管理者に送付する

ようお願いしていること。 

(4) 基幹型相当大学病院の管理者に対しては、依頼通知により、共同して臨床研修を行

う協力型臨床研修病院の年次報告書及び添付書類を取りまとめて、一括して当該基幹

型相当大学病院の所在地を管轄する地方厚生局健康福祉部医事課あてに送付するよう

お願いしていること。この場合において、複数の協力型臨床研修病院の添付書類が重

複するときは、１部を残して他を省略しても差し支えないこと。 

第７ 大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院からの情報提供 

大学病院のみで共同して臨床研修を行う大学病院の管理者に対しても、依頼通知により、

当該病院において行われている臨床研修に関して厚生労働省への情報提供を行うようお願

いしていること。 

第８ 文部科学省との連携 

基幹型相当大学病院又は協力型相当大学病院と共同して臨床研修を行う臨床研修病院か

らの指定の申請、変更の届出、研修プログラムの変更若しくは新設の届出若しくは年次報

告又は大学病院からの情報提供がなされた場合には、厚生労働省医政局医事課から文部科

学省高等教育局医学教育課に対して、その旨の情報提供を行うこととしていること。 

 


